
（委）資料２ 

兵庫県内水面漁場管理委員会運営要領の一部改正の概要 

 

 

１ 漁業法の一部改正に伴う引用条文の改正 

漁業法第130条（内水面漁場管理委員会）が第171条に改正されたため、要領

第２条第１項中の引用条文を改める。 

 

２ 別紙１（報告書）の改正 

(1) 押印の廃止 

別紙１の様式中の「印」を削除する。 

(2) その他 

規程の整備を行う。 

 

３ 施行期日 

令和３年３月25日から施行する。 
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